
１．日  時 

「学科」令和８年４月２２日(水)・２３日(木)の２日間 

９時００分～１７時１５分              合計３日間 

「実技」令和８年４月２４日(金) 

８時３０分～１７時２５分 

２．講習会場 

「学科」 サンライフ弘前 ２階集会室 (弘前市豊田一丁目８－１) 

「実技」  ㈲桝形運送 トラック駐車場（弘前市小比内字福田萢） 

３．申込み方法 

「受講申込書」に次の①～③を添付し、持参または郵送にて申込み下さい。 

① 修了証返信用封筒(事業場又は自宅宛とし１１０円切手貼付) 

② 運転免許証の写し(コピー)を申込書の指定箇所へ貼り付けて下さい。 

③   写真１枚(縦３０㎜×横２４㎜) 裏面に氏名を記入願います。 

・６ヶ月以内に撮影したもの ・正面、脱帽、上三分身、背景無地 

４．受講料支払い方法 

受講料は申込締切日までに下記銀行に振り込みをお願いします。 

(振込手数料は、ご負担願います。)  

 

小型移動式クレーン運転技能講習 

 開催のご案内 

〒０３６－８０８１ 

弘前市大字福田字福岡１０ 

電話 : ０１７２－２６－０６６３ 

FAX : ０１７２－２９－１２２６ 
https://www.hiroroki.jp/index.html 

申込先、連絡先 

実施機関 

(一社)弘前地区労働基準協会 

【受講区分 A】(一般) 

受 講 料  １名 ３２，５０５円(テキスト代・消費税を含む) 

青森労働局登録教習機関 登録番号第 95 号 

つり上げ荷重１トン以上５トン

未満の小型移動式クレーン運転

業務を行うことができます。 

---受講キャンセルについて--- 

※申込み後の取消しは締切日までにご

連絡のあった場合に限り受講料をお返

し致します。 

※申込締切日後の受講キャンセルにつ

きましては、いかなる理由がありまし

ても受講料の返金は致しませんので、

あらかじめご了承下さい。受講料以外

につきましては、各自ご負担いただき

ますようお願いいたします。 

５．申込締切日 

令和８年４月１５日(水) なお、定員に達し次第、受付を終了致します。 

６．その他 

(１)修了試験有り。講習時には、筆記用具、電卓を持参して下さい。 

(２)修了試験不合格、遅刻、欠席等の場合は修了証の交付はできません。 

(３)３日目に実技を行いますので, 

作業服,安全靴,保護帽,手袋等を準備して下さい。 

 

※予約申込も可能です。但し、締切日までに受講料の振込がない場合、申込

みが無効(取消)となりますので、十分注意して下さい。 

※ＦＡＸでの申込みもできますのでその際は、締切日までに受講料を振り込

んでいただき、申込書の原本と①～③を講習当日に持参して下さい。 

---カリキュラムはこちら---

https://www.hiroroki.jp/seminar.html 

https://www.hiroroki.jp/seminar.h

tml 

令和８年１月 

---人材開発支援助成金について--- 

建設労働者の雇用の改善や職業訓練な

どを実施する建設事業主や建設事業主

団体に対して、経費や賃金の一部を助

成する制度です。 

お問い合わせ先 

青森労働局 職業安定部 職業対策課

℡017－721－2003 

青森みちのく銀行 津軽和徳支店 普通  

口座番号 １０３４０６ 

口座名義 (一社)弘前地区労働基準協会 

【受講区分 B】※受講申込書提出時点で下記資格所持者。 

  受 講 料  １名 ２９，２０５円(テキスト代・消費税を含む) 

--------------------------------------------------------------- 

クレーン、デリック、揚貨装置の各運転士免許証の所持者。 

床上操作式クレーン、玉掛けの各技能講習修了証の所持者。 

※免除科目：(1)力学に関する知識(2)運転のための合図 

※受講申込書に資格を証する書面の写し(コピー)を貼り付けて下さい。 


